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1. 概要 
高浜発電所においては、蒸気発生器保管庫設置及び保修点検建屋設置に伴い、

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規

則」（以下「設置許可基準規則」という。）等に従い、「外部からの衝撃による

損傷の防止」のうち森林火災に対する設計方針及び適合性についてまとめたも

のである。 
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第六条 外部からの衝撃による損傷の防止 

１ 安全施設（兼用キャスクを除く。）は、想定される自然現象（地震及び

津波を除く。次項において同じ。）が発生した場合においても安全機能を

損なわないものでなければならない。 

３ 安全施設（兼用キャスクを除く。）は、工場等内又はその周辺において

想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれが

ある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。以下「人為に

よる事象」という。）に対して安全機能を損なわないものでなければなら

ない。 

 

適合のための設計方針 
第１項について 

安全施設は、発電所敷地で想定される自然現象（地震及び津波を除く。）

が発生した場合においても安全機能を損なうことのない設計とする。ここ

で、発電所敷地で想定される自然現象に対して、安全施設が安全機能を損

なわないために必要な安全施設以外の施設又は設備等（重大事故等対処設

備を含む。）への措置を含める。また、発電所敷地で想定される自然現象又

はその組合せに遭遇した場合において、自然現象そのものがもたらす環境

条件及びその結果として施設で生じ得る環境条件を考慮する。 
発電所敷地で想定される自然現象は、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降

水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災又は高潮

である。 
(1) 森林火災 

森林火災については、防火エリアを新たに設置することに伴い植生が

変更となることから、過去10年間の気象条件を調査し、発電所から直線

距離で10kmの間に発火点を設定し、ＦＡＲＳＩＴＥを用いて影響評価を

実施し、評価上必要とされる防火帯幅16.0mに対し、18m以上の防火帯幅

を確保すること等により安全施設（既設施設を含む。）が安全機能を損な

うことのない設計とする。 
(2) 上記以外の自然現象 

蒸気発生器保管庫（３号及び４号炉共用）並びに保修点検建屋及び当

該建屋に設置する主要設備は、クラス３に属する施設であることを踏ま

え、損傷した場合を考慮して、安全上支障のない期間に修復すること等

の対応が可能な設計とすることにより、安全機能を損なうことのない設

計とする。 
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第３項について 

蒸気発生器保管庫（３号及び４号炉共用）並びに保修点検建屋及び当該

建屋に設置する主要設備は、クラス３に属する施設であることを踏まえ、

発電所敷地又はその周辺において想定される原子炉施設の安全性を損なわ

せる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるも

のを除く。）に対して、安全上支障のない期間に修復すること等の対応が可

能な設計とすることにより、安全機能を損なうことのない設計とする。 
発電所敷地又はその周辺で想定される原子炉施設の安全性を損なわせる

原因となるおそれがある事象であって人為によるものは、飛来物（航空機

落下）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突又は

電磁的障害である。 
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2. 適合のための具体的設計について 
2.1 第 1 項について 

安全施設である蒸気発生器保管庫（３号及び４号炉共用）及び保修点検建屋

は、発電所敷地で想定される自然現象（地震及び津波を除く。）が発生した場

合においても、下記要件を満たすことにより、安全機能を損なうことのない設

計とする。 
2.1.1 森林火災 

蒸気発生器保管庫（３号及び４号炉共用）及び保修点検建屋は、各施設の

周辺に、防火帯と同じ幅の防火エリアを設ける設計とする。防火帯及び防火

エリア設置図を添付に示す。 

 
森林火災に対し、以下の通り既許可と同様の基本方針・設計値として設計

する。 

・必要防火帯幅 ：既許可設計値である18m未満（既許可解析値16.2m⇒今

回解析値16.0m）に収まる設計とする。 
・火炎輻射発散度：既許可設計値である1,200kW/m2未満（既許可解析値

1049kW/m2⇒今回解析値1021 kW/m2）に収まる設計と

する。 
・火炎到達時間 ：既許可の基本方針である森林火災が防火帯に到達するま

での間に（既許可解析値3h⇒今回解析値3.6h）、自衛消

防隊による消火活動が可能となる設計とする。 
 

以上のとおり、必要な防火帯幅を確保する等により、第六条の要件を満た

す設計とする。 

 

2.1.2 上記以外の自然現象 
蒸気発生器保管庫（３号及び４号炉共用）並びに保修点検建屋及び当該建

屋に設置する主要設備は、クラス３に属する施設であることを踏まえ、損傷

した場合を考慮して、安全上支障のない期間に修復すること等の対応が可能

な設計とすることにより、安全機能を損なうことのない設計とする。 

 
2.2 第3項について 

蒸気発生器保管庫（３号及び４号炉共用）並びに保修点検建屋及び当該建屋

に設置する主要設備は、クラス３に属する施設であることを踏まえ、発電所敷

地又はその周辺において想定される原子炉施設の安全性を損なわせる原因と

なるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）に
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対して、安全上支障のない期間に修復すること等の対応が可能な設計とするこ

とにより、安全機能を損なうことのない設計とする。 
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防火帯及び防火エリア設置図 

 

 

 

保修点検建屋

蒸気発生器保管庫（３号及び４号炉共用）

添付
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参考資料 1 

設置許可基準規則第 6 条の適合性に関する補足説明 

 

外部からの衝撃のうち森林火災（ばい煙を除く）においては、蒸気発生器保管庫

及び保修点検建屋を既設の防火帯の外側に設置し、防火エリアを新たに設けること

で植生が既許可の条件から変更となることから、既設の防護対象施設への影響を確

認する必要がある。 

 

 

以上を踏まえ、本資料を整理した。 
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1. 第 1 項について 
1.1 外部火災防護に関する基本方針（蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋の設置

に伴う影響） 
1.1.1 基本事項 
蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋は「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要

度分類に関する審査指針」（以下「重要度分類審査指針」という。）において、クラス

３施設に該当することから、外部火災防護施設が変更となる。また、これらの施設は

既設の防火帯の外側に設置し、防火エリアを新たに設けることで植生データが既許可

の条件から変更となることから、既許可の森林火災評価結果が変更となる。そこで、

森林火災シミュレーション解析コード（以下、「FARSITE」という。）を用いて森林火

災の再解析を行い、蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋設置に伴う発電所敷地内植生

の変更においても既許可における設計方針に変更がないことを確認する。 

 

 

防火帯、防火エリア設置図  

保修点検建屋 

蒸気発生器保管庫 

︓防⽕帯 
︓既存防⽕エリア 
︓今回設置した   

防⽕エリア 
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1.1.2 想定する森林火災 
 蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋は、既設の防火帯の外側に設置する計画で

あり、防火エリアを新たに設けることで南側の植生データが既許可の条件から変

更となることから、南側の発火点である発火点１及び発火点２を対象とし評価を

実施する。 
なお、高浜 1,2,3,4 号炉の設置許可（1,2 号炉：H28.4.20、3,4 号炉：H27.2.12

許可。）の評価では、プラントの北側も発火点として設定して評価を実施していた。

その後の特重施設設置に伴う設置許可（1,2 号炉：H30.3.7、3,4 号炉：H28.9.21
許可。）における森林火災の評価では、特重施設を南側に設置したことで南側のみ

森林状況に変更があったことから、南側を発火点として評価を実施していた。今

回も南側に蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋を設置することで南側の森林状況

に変更があることから、特重施設設置に伴う設置許可での評価と同様に、南側を

発火点として評価を実施する。 

 

 
 1.1.3 防護対象設備  
   安全施設に対して、外部火災の影響を受けた場合、原子炉の安全性を確保する

ために必要な設計上の要求機能を喪失し、安全性の確保が困難となるおそれがあ

ることから、安全機能を有する設備について外部火災に係る防護対象とする。 
   安全機能を有する設備としては、「重要度分類審査指針」において、安全機能を

有する設備とされるクラス１，２，３に該当する構築物、系統及び機器が該当す

る。また、ガイドにおいても発電所敷地外で発生する火災が原子炉施設（ガイド

における「原子炉施設」は、安全機能を有する構築物、系統及び機器を内包する

ものに限る。）へ影響を与えないこと等を評価することとされていることから、

今回設定した防護対象と同様である。 
   クラス１及びクラス２に関しては、安全機能を有する施設を内包する建屋及び

屋外施設に対し、必要とされる防火帯を森林との間に設けること等により、外部

火災による建屋外壁（天井スラブを含む。）及び屋外施設の温度を許容温度以下

とすることで安全施設の安全機能を損なうことのない設計とする。 
   また、クラス３の安全機能を有する安全施設については、屋内に設置されてい
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る施設は建屋により防護することとし、屋外施設については、防火帯の内側に設

置すること、又は消火活動等により防護することとし、安全施設の安全機能を損

なうことのない設計とする。なお、防火帯の外側にある蒸気発生器保管庫及び保

修点検建屋についても、各施設の周辺に、防火帯と同じ幅の防火エリアを設ける

設計とする。 
重大事故等対処施設については、上記設備を防護することにより、外部火災に

よる重大事故の発生に至ることはないが、炉心損傷防止等の原子炉の安全性にか

かる対策に大きな影響を与えるおそれがあることから、外部火災による影響が及

ぶおそれがある場合には、保管位置から影響の及ばない位置に移動または防火帯

幅の確保、外部火災に対する消火活動の実施により外部火災の熱影響を回避する。 

 
1.2 森林火災の影響評価（FARSITE による再解析） 
1.2.1 評価内容 

発電所敷地外で発生する森林火災が、発電所へ迫った場合でも原子炉施設に影響を

及ぼさないことを以下の項目により評価している。 
(1) 火災の到達時間の評価 
(2) 防火帯幅の評価 
(3) 原子炉施設の熱影響 
(4) 危険距離の評価 

 
1.2.2 評価要領 

森林火災の解析にあたっては、ガイドにおいて推奨されているFARSITEを使用し、

解析している。（設定については別紙１参照） 

 
1.2.3 評価結果 
1.2.3.1 火災の到達時間の評価 

想定される森林火災による防火帯境界までの到達時間は、評価上 も厳しいケース

で 3 時間程度である。これに対して、発電所の自衛消防隊は 24 時間常駐しており、

早期に消火体制を確立できることから、防火帯の外縁（火炎側）での消火活動につい

て、発電所の自衛消防隊による対応は十分可能である（訓練実績より消火活動開始に

要する時間は 30 分程度）。 
また、自衛消防隊による消火活動は、外部電源喪失時においても、ディーゼル駆動

消火ポンプが運転可能であることから、屋外消火栓及び消防自動車を用いて消火活動

が可能である。 

 
1.2.3.2 防火帯幅の評価 

FARSITE により算出された火線強度により必要となる 小防火帯幅を算出した結

果、森林部と防護対象設備間に必要となる防火帯幅は 16.0m となった。 
これに対して、既許可での防火帯幅の設計値は 18m としており、既許可の設計方

針に変更がないことを確認した。   
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1.2.3.3 原子炉施設への熱影響評価 
FARSITE により算出された火炎輻射発散度は 1021kW/m2となった。 
これに対して、既許可での火炎輻射発散度の設計値は 1200kW/m2を用いることと

しており、既許可の設計方針に変更がないことを確認した。 
また、各原子炉施設への熱影響評価については、以下の通り。 
受熱側の輻射強度を用いて、森林部と も近接している 1 号炉燃料取扱建屋外壁、

3 号炉燃料取扱建屋外壁における熱影響評価を実施した結果、外壁の表面温度は 1 号

炉で約 56℃、3 号炉で約 59℃であり、許容温度 200℃（火災時における短期温度上

昇を考慮した場合において、コンクリート圧縮強度が維持される保守的な温度）に対

して十分に下回っていることを確認した。 
また、海水ポンプへの熱影響評価を実施した結果、冷却空気の取込温度は 1,2 号炉

で 59℃、3,4 号炉で 59℃であり、許容温度 65℃（モータ下部軸受許容温度以下とな

るために必要な冷却空気の取込温度）に対して下回っていることを確認した。 
加えて、復水タンクへの熱影響評価を実施した結果、タンク内の水の温度は 1,2 号

炉で 36℃、3,4 号炉で 36℃であり、許容温度 40℃（補助給水系の設計温度）に対し

て下回っていることを確認した。 
また、1,2 号炉燃料取替用水タンクへの熱影響評価を実施した結果、タンク内の水

の温度は 36℃であり、許容温度 40℃（下流側ポンプ（内部スプレポンプ）の設計吸

込温度）に対して下回っていることを確認した。 

 
1.2.3.4 危険距離の評価 

想定される森林火災に対して、1 号炉燃料取扱建屋外壁、3 号炉燃料取扱建屋外壁

の表面温度が許容温度 200℃を超えない距離（危険距離）を算出した結果、1 号炉で

約 4m、3 号炉で約 4m であり、評価上必要とされる危険距離以上の離隔距離（防火

帯外縁（火災側）からの 短距離；1 号炉約 71m、3 号炉約 40m）が確保されている

ことを確認した。 
また、海水ポンプの冷却空気の取込温度が許容温度 65℃を超えない距離（危険距

離）を算出した結果、1,2 号炉で約 47m、3,4 号炉で約 53m であり、評価上必要とさ

れる危険距離以上の離隔距離（防火帯外縁（火炎側）からの 短距離；1,2 号炉約 53m、

3,4 号炉約 60m）が確保されていることを確認した。 
加えて、復水タンク内の水の温度が許容温度 40℃を超えない距離（危険距離）を算

出した結果、1,2 号炉で約 1m、3,4 号炉で約 1m であり、評価上必要とされる危険距

離以上の離隔距離（防火帯外縁（火炎側）からの 短距離；1,2 号炉約 70m、3,4 号

炉約 100m）が確保されていることを確認した。 
また、1,2 号炉燃料取扱用水タンク内の水の温度が許容温度 40℃を超えない距離

（危険距離）を算出した結果、約 1m であり、評価上必要とされる危険距離以上の離

隔距離（防火帯外縁（火炎側）からの 短距離；約 108m）が確保されていることを

確認した。 
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1.2.4 まとめ 
既許可からの「FARSITE の解析結果に余裕を考慮し、防火帯幅と火炎輻射発散度

の設計値を定め、その値により成立性を確認する」という設計方針に変更がないこと

を確認した。 
〇防火帯幅      ：18m（既許可解析値 16.2m ⇒ 今回解析値 16.0m） 
〇火炎輻射発散度：1200kW/m2 

（既許可解析値 1049kW/m2 ⇒ 今回解析値 1021kW/m2） 
また、森林火災が原子炉施設に影響を及ぼさないことを「火災の到達時間の評

価」、「防火帯幅の評価」、「原子炉施設の熱影響」、「危険距離の評価」の項目で評

価し、全ての項目で許容値を満足していることを確認した。 

 
 

以 上
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FARSITE の解析条件について 

 
1. FARSITE の解析条件 

森林火災の影響評価にあたってはガイドにおいて推奨されている FARSITE を使

用し、蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋設置に伴う防火エリアの設置を反映した

再解析を行う。 
表１に解析条件の一覧を示す。既許可時の解析条件から変更するものとしては、

a.(b)気象条件、c.(a)地形データ、c.(c)植生データ、c.(d)気象データである。 
気象条件、気象データについては、ガイドに定められている通り過去 10 年間の

データを用いる。地形データについては、現地の状況をできるだけ模擬するため、

公開情報の中でも高い空間解像度である 10m メッシュの標高データを用いる。植

生データについては、発電所内の樹木を管理している緑化計画書を用いる。 

別紙１ 
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表
１

 
解

析
条

件
一

覧
 

項
目

 
内

容
 

変
更
の
有

無
※

 
理

由
 

a.
 森

林
火

災
の
想

定
 

(a
) 
可
燃

物
量

 
各

樹
種
に

対
応
し

て
可
燃

物
量
を

設
定
す

る
。

 

な
し

 

樹
種

に
対

応
す

る
可

燃
物

量
の

設
定

で
あ

る
た

め
、
防

火
帯
の

形
状
変

更
に
よ
り

影
響
を

受
け
る

解
析
条
件

で
は
な

い
。

 

(b
) 
気
象

条
件

 
過

去
 1

0 
年
間

を
調
査

し
、
森
林

火
災
の

発
生
件

数
を
考

慮
し
て

、
小
湿

度
、

高
気

温
及

び
大
風

速
の
組

合
せ
と

す
る
。

 
あ

り
 

過
去

10
 年

間
を
調

査
し
た

結
果

、
小

湿
度
、

高
気
温

及
び

大
風
速

に
変
更

が
あ
る

。
 

(c
) 
風
向

 
過

去
10

年
間
を

調
査
し

、
森
林

火
災
の

発
生
件

数
を
考

慮
し
て

、
大

風
速
に

お
け
る

風
向

と
多
風

向
の
出

現
回
数

を
調
査

し
、
卓

越
風
向

を
設
定

す
る

 
な

し
 

過
去

10
年
間

の
風
向

の
出
現
回

数
を
調

査
し
た

結
果
、
卓

越
風
向

に
変
更

は
な
い

。
 

(d
) 
発

火
点

 
発

電
所

か
ら

直
線

距
離

10
km

 の
間

で
風

向
及
び

人
為

的
行
為

を
考

慮
し

、
防

火
帯

幅
及
び

熱
影

響
評

価
に

際
し

て
FA

R
S

IT
E

 よ
り

出
力

さ
れ

る
高

い
値

を
用

い
て

実
施

す
る

た
め

に

2
地

点
を

設
定
す

る
。

 

福
井
県
に

お
け
る

森
林
火

災
の

多
発
生

原
因
で

あ
る
「

野
焼
き
」
と
「
焚

き
火
」
を

考
慮
し

、

火
災
が
広

が
り
や

す
い
植

生
で
あ

る
田
の

領
域
を

発
火
点

と
し
て

設
定
す

る
。
ま
た

、
卓

越
風

向
（
南
東

、
西
南

西
）
が
お
よ
そ

発
電
所

の
風
上

方
向
と

な
る
よ

う
、
発

火
点
を

2
地
点
設

定

す
る
。

 

・
発
火
点

1：
発

電
所
の

南
東
約

1.
0k

m
 の

田
の

領
域

 

・
発
火
点

2：
発

電
所
の

西
南
西

約
1.

2k
m

 の
田

の
領
域

 

な
し

 

特
重
施
設

設
置
に

伴
う
設

置
許
可

と
同
様

、
南

側

の
森
林
状

況
に
変

更
が
あ

る
た
め

、
南

側
を
発

火

点
と
し
て

設
定
す

る
。

 

(e
) 
発

火
時
刻

 
日

照
に
よ

る
草
地

及
び
樹

木
の
乾

燥
に
伴

い
、
火

線
強
度

及
び
反

応
強
度

が
増
大

す
る
こ

と
か

ら
、
こ
れ

ら
を
考

慮
し
て

火
線
強

度
又
は

反
応
強

度
が

大
と
な

る
発
火

時
刻
を

設
定
す

る
。

 
あ

り
 

火
線

強
度

及
び

反
応

強
度

が
大

と
な

る
発

火

時
刻
を
確

認
し
た

結
果
、

変
更
が

あ
っ
た

。
 

b.
 評

価
対

象
範
囲

 
発

電
所

近
傍

の
発

火
想

定
地

点
を

10
km

 以
内

と
し

、
植

生
及

び
地

形
の

評
価

対
象

範
囲
は

発
火
点
の

距
離
に

余
裕
を

み
て
南

北
13

km
、
東

西
13

km
 の

範
囲
を
対

象
に
評

価
を
行

う
。

 
な

し
 

評
価

対
象

範
囲

に
は

発
電

所
近

傍
の

広
域

（
13

km
四

方
）
を

設
定
し

て
お

り
、
変
更

不
要

で
あ
る
。

 

 

15



 
項

目
 

内
容

 
変

更
の
有

無
※

 
理

由
 

c.
 必

要
デ

ー
タ

（
FA

R
S

IT
E
入
力

条
件

）
 

(a
)地

形
デ

ー
タ

 
現

地
状

況
を

で
き
る

だ
け

模
擬

す
る

た
め

、
発
電

所
周

辺
の

土
地

の
地

形
デ
ー

タ
に

つ
い

て
は
、
公

開
情

報
の

中
で

も
高

い
空
間

解
像

度
で

あ
る

10
m

メ
ッ
シ

ュ
の
「
基

盤
地

図
情

報
数

値
標

高
モ

デ
ル

」（
国
土
地

理
院
デ

ー
タ

）
及

び
図

面
類

を
用
い

る
。

 

あ
り

 
造

成
地
が

で
き

た
た

め
、
当
該

箇
所
の

地
形

デ

ー
タ

を
変

更
す

る
。

 

(b
)土

地
利

用
デ

ー

タ
 

公
開

情
報

の
中

で
も

高
い

空
間

解
像
度

で
あ
る

10
0m

 メ
ッ

シ
ュ
の
「

国
土

数
値

情
報
土

地
利

用
細

分
メ

ッ
シ

ュ
」
（
国
土

交
通
省

デ
ー

タ
）

を
用

い
る

。
 

な
し

 

新
の
土

地
利

用
デ

ー
タ

は
、
既

許
可

で
使

用

し
た

デ
ー

タ
と

比
べ

て
、
発
火

点
に
設

定
し

て

い
る

田
（

野
焼

き
を

想
定

）
の

領
域
が

減
少

し

て
い

る
が

、
保

守
的

に
評

価
で

き
る

こ
と

か

ら
、

使
用

す
る

デ
ー

タ
は

変
更

し
な
い

。
 

(c
)植

生
デ
ー

タ
 

樹
種

及
び

生
育

状
況

に
関

す
る

情
報

を
有

す
る

森
林

簿
の

空
間

デ
ー

タ
を

地
方

自
治

体

（
福

井
県
）

よ
り
入

手
す

る
。

森
林

簿
の

情
報
を

用
い

て
、

土
地

利
用

デ
ー
タ

に
お

け
る

森
林

領
域

を
樹

種
・

林
齢

に
よ

り
さ
ら

に
細

分
化

す
る

。
 

発
電

所
構
内

の
植
生

デ
ー

タ
に

つ
い

て
は

、
発
電

所
内

の
樹

木
を

管
理

し
て
い

る
緑

化
計

画
書

を
用

い
る

。
発

電
所

周
辺

の
植

生
デ

ー
タ

に
つ

い
て

、
実

際
の

植
生

を
調

査
し

、

FA
R

S
IT

E
入
力

デ
ー

タ
と
し

て
の
妥

当
性

を
確

認
す

る
。

 

あ
り

 

蒸
気

発
生

器
保

管
庫

及
び

保
修

点
検

建
屋

周

辺
の

防
火

エ
リ

ア
の

設
置

に
伴

い
発

電
所

構

内
の

植
生

変
更

を
反

映
す

る
必

要
が

あ
る

た

め
、

解
析

条
件

を
変

更
す

る
。

 

(d
)気

象
デ

ー
タ

 
過

去
 1

0 
年

間
の

デ
ー

タ
の
う

ち
、
福

井
県

で
発

生
し

た
森

林
火
災

の
実

績
よ

り
、
発
生

頻
度

が
高
い

3,
4,

5,
8
月

の
気
象

条
件
（

多
風
向

、
大

風
速

、
高

気
温

、
小

湿
度

）

の
も

厳
し

い
条
件

を
用

い
る

。
な

お
、

発
電
所

は
舞

鶴
と

小
浜

の
気

象
観
測

所
の

ほ
ぼ

中
間

地
点

に
あ

る
た

め
、

両
観

測
所
の

気
象

デ
ー

タ
を

使
用

す
る
。

 

あ
り

 
新

の
過
去

10
年

の
気

象
デ

ー
タ
を

適
用

す

る
。

 

※
 

既
許

可
の

解
析

条
件

か
ら

の
変

更
の

有
無
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FARSITE の解析結果について 

 
高浜発電所蒸気発生器保管庫、保修点検建屋の設置に伴い防火エリアを設置

しており、植生データを変更している。このため、FARSITE の再解析を実施し

ている。 

 
1. 火線強度について 

火線強度については発火点 1 が も高い結果となった。 

 
 

  

 
 
2. 到達時間について 

到達時間については発火点 1 が も短い結果となった。 

 
 

 

 図 2 到達時間 

 
 

図 1 火線強度分布 

＜発火点１＞ ＜発火点２＞ 

別紙２ 

＜発火点１＞ ＜発火点２＞ 

到達時間：3.6 時間 

大値：466kW/m 
到達時刻：14:01 

大値：458kW/m
到達時刻：11:06 

到達時間：11 時間
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3. 反応強度について  
反応強度については、発火点１が も高い結果となった。 

 
 

 

 
図 3 反応強度分布図 

 
4. FARSITE 解析に当たっての 大火線強度及び 大反応強度の日照時間の影

響 
日照の影響は地形の傾斜方向と太陽の角度が関係しており、日照の影響によ

り、火線強度及び反応強度は高くなるのはおよそ日中の時間帯である。今回、

発火点１及び２のケースにおいて発火時刻を調整する事により感度解析を実

施し、火線強度及び反応強度が 大となる発火地点および発火時刻を検討した。 

  

 
 
 

可燃物の水分量 

傾斜角度 傾斜方向 

反応強度 延焼速度 火線強度 

火炎長 傾斜角度 傾斜方向 

風向 風速 

図 4 日照の周期変化と反応強度、火線強度の関係性 

 植生パラメータ 
(一定) 

日照（太陽の位置：時刻） 

＜発火点１＞ ＜発火点２＞ 

大値：2752kW/m2 
到達時刻：14:01 

大値：2379kW/m2

到達時刻：11:29 
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4.1 FARSITE における火線強度の感度解析 
   感度解析の実施結果により、FARSITE の解析上、火線強度が 大とな

るのは発火点 1 における到達時刻 14:01（4:00 発火）の 466kW/m（防火

帯幅 16m）という結果が得られているが、発火点 1 における発火時刻を変

更したその他の値については、およそ 300～450kW/m の値が得られてい

る。これに対し、防火帯幅は 18m 幅（火線強度：2,667kW/m）にて設定

しており、余裕を持った設計としている。 
4.2 FARSITE における反応強度の感度解析 
   感度解析の実施結果により、FARSITE の解析上、反応強度が 大となる

のは発火点 1 における到達時刻 14:01（4:00 発火）の 2,752kW/m2（火炎輻

射発散度：1,021kW/m2）という結果が得られているが、発火点 1 における

発火時刻を変更したその他の値については、およそ 2,200～2,750kW/m2の

値が得られている。 
これに対し、熱評価で使用している火炎輻射発散度は 1,200kW/m2（反応

強度：3,235kW/m2）にて設定しており、余裕を持った設計としている。 
   また、本解析で用いている落葉広葉樹の 大反応強度について、森林総合

研究所後藤義明氏の文献※を使い求めると、2,940kW/m2 であり、今回の熱

評価で用い た 大反応強度の値は、十分に安全側に評価となっている事

が確認された。 

 
   ※「日本で発生する山火事の強度の検討―RoThermel の延焼速度予測モ

デルを用いた Byram の火線強度の推定―」 

 
以上 
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防火帯の設定について 

 
1. 防火帯幅の設定について 

防火帯幅の設定については、「外部火災の影響評価ガイドに基づき、

FARSITE 解析から得られた も厳しいケースの火線強度（466kW/m）を用い

防火帯幅を算出したところ、評価上必要とされる防火帯幅は 16.0m となった。

この結果に対して余裕を見込み、既存防火帯幅と同じ 18m とする。 
 （参考：既許可での値（発火点３）） 

○ 大火線強度：703kW/m 
○ 評価上必要となる防火帯幅：16.2m 

 

 
 
2. 防火帯設定の考え方について 

防火帯設定の考え方は以下のとおり。 
・森林火災による火災発生を防止するために、評価上必要とされる防火帯幅

を上回る 18m の防火帯を森林の外縁に沿うように設置する。 
・発電所設備、駐車場についても配置を考慮し、延焼の可能性のあるものと

干渉しないように防火帯を設定する。 
・防火帯については、車両の駐車を禁止するなど、可燃物が存在しないよう

にするとともに、必要に応じて除草等の管理を行う。 
・防火帯の外側にあるクラス３設備については、防火エリアを設け、森林火

災の影響を低減できるような対策をとる。 
・屋外重大事故等対処設備についても防火帯の内側となる様に防火帯を設

定する。 

 
3. 蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋の設置に伴う対応について 
  防火帯外側にクラス３設備である蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋を新

たに設置することから、森林火災からの延焼を考慮し、蒸気発生器保管庫及び

保修点検建屋周辺についても幅 18m の防火エリアを設ける。 

 
 

添付資料 4 別紙３ 

出典：原子力発電所の外部火災影響評価ガイド
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図 蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋の配置 

以 上 

  

保修点検建屋 

蒸気発生器保管庫 

︓防⽕帯 
︓既存防⽕エリア 
︓今回設置した   

防⽕エリア 

21



 

 

森林火災における温度影響評価について 

 
1. 熱影響評価の流れ 
  熱影響評価の流れを以下に示す。 
   （ア）FARSITE 解析の実施 
   （イ）火炎前線における火炎輻射発散度が 大となるメッシュの確認       
   （ウ）火炎長、燃焼半径、離隔距離から形態係数を算出 
   （エ）円筒火炎モデルによる熱影響評価を実施 

       E Rf･Ф（E：受熱面輻射強度、Rf：火炎輻射発散度、Ф：形態係数） 
   （オ）受熱面輻射強度と物性値等から評価対象設備の温度を算出 

    
＜熱影響評価のパラメータ設定＞ 

    ・火炎輻射発散度：1200 kW/m2 
    ・火炎長：1.310m 
    ・燃焼半径：0.437m 
    ・火炎到達幅：2090m 

         
  上記（ウ）において、評価点から円筒モデルの離隔距離を任意に設定し計算

する（許容温度近くになるよう温度を算出する）ことで危険距離を算出する。 

 
  なお、評価対象設備における許容温度は以下の通り。 
  a．建屋（1 号炉燃料取扱建屋、3 号炉燃料取扱建屋） 
    コンクリートの耐熱温度（コンクリートの圧縮強度が下がり始める温

度）：200℃ 
  b. 海水ポンプ（1,2,3,4 号炉） 

海水ポンプの冷却空気温度：65℃（軸受の潤滑機能維持に必要な油膜厚

さが確保される温度） 
c. 復水タンク（1,2,3,4 号炉） 

復水タンク内の水を使用する補助給水系の設計温度：40℃ 
d. 燃料取替用水タンク（1,2 号炉） 

燃料取替用水タンク内の水を使用する下流側ポンプ（内部スプレポンプ）

の吸い込み温度：40℃ 

 
以上により算出した危険距離は以下の通りとなり、森林との 短離隔距離よ

りも短くなるため、設備への熱影響はない。 
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a.建屋（燃料取扱建屋） 
1 号炉：4m＜71m（森林との 短離隔距離） 
3 号炉：4m＜40m（森林との 短離隔距離） 

b. 海水ポンプ 
1,2 号炉：47m＜53m（森林との 短離隔距離） 
3,4 号炉：53m＜60m（森林との 短離隔距離） 

c. 復水タンク 
1,2 号炉：1m＜70m（森林との 短離隔距離） 
3,4 号炉：1m＜100m（森林との 短離隔距離） 

d. 燃料取替用水タンク 
1,2 号炉：1m＜108m（森林との 短離隔距離） 

また、防火帯の外縁から各評価対象設備までの 短離隔距離にて算出した温

度は以下の通りとなり、許容温度を満足している。 
a. 建屋（燃料取扱建屋） 

1 号炉（離隔距離 71m における外壁表面温度）：56℃＜200℃ 
3 号炉（離隔距離 40m における外壁表面温度）：59℃＜200℃ 

b. 海水ポンプ 
1,2 号炉：（離隔距離 53m における冷却空気温度）：59℃＜65℃ 
3,4 号炉：（離隔距離 60m における冷却空気温度）：59℃＜65℃ 

c. 復水タンク 
1,2 号炉：（離隔距離 70m におけるタンク内部水温）：36℃＜40℃ 
3,4 号炉：（離隔距離 100m におけるタンク内部水温）：36℃＜40℃ 

d. 燃料取替用水タンク 
1,2 号炉：（離隔距離 108m におけるタンク内部水温）：36℃＜40℃ 
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Ｃ蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋周辺の防護方針について 

 
１．基本的な考え方※１ 
１．１ 防護方針 

自然現象に対する防護設計としては、基本的にはクラス１・２施設は、安全

機能を有する施設を内包する建屋による防護等により、安全機能を損なうこと

のない設計としている。 
また、クラス３施設に対しては、損傷した場合においても代替設備により必

要な機能を確保すること、安全上支障のない期間に修復すること等の対応が可

能な設計とすることにより、安全機能を損なうことのない設計としている。 
上記を踏まえ、外部火災防護に関する基本方針として、参考資料１「設置許

可基準規則第６条の適合性に関する補足説明」1.1.3 防護対象設備に記載され

ている通り、クラス１・２施設については、延焼対応（防火帯の設置）を行っ

た上で、飛び火対応（専属消防隊による消火）を行うことにより、クラス１・

２施設の安全機能を損なうことのない設計としている。 
また、防火帯の外側にあるクラス３施設については、上記の自然現象の基本

的な防護方針とは異なる防護設計を設定している。 
以下では、防火帯の内側にあるクラス１・２施設と今回申請の蒸気発生器保

管庫や保修点検建屋のような防火帯の外側にあるクラス３施設を対比して防

護設計の考え方を説明する。 

 
１．２ 安全機能に対する設計について 

防火帯の内側にあるクラス１・２施設について、森林火災からの延焼の可能

性を低減させるべく、防火帯を設けることにより安全機能を損なうことのない

設計としている。また、防火帯を設けた場合においても、１％の確率で飛び火

による火災（火災の際に、火の粉により火が遠く離れた場所に移って燃え広が

る現象）が発生する可能性※2があることから、森林火災による飛び火対応とし

て、発電所に常駐している専属消防隊による消火活動により、クラス１・２施

設の安全機能を損なうことのないよう火災の発生を防止することとしている。 
一方で、クラス３施設については、１．１項で述べた通り、損傷した場合に

おいても代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障のない期間に

修復すること等により、安全機能を損なうことはないが、防火帯の外側にある

クラス３施設については、森林火災が差し迫った場合に可能な限り火災の延焼

を回避することにより、クラス１・２施設の防護対応をさらに集中的に実施で

きるようにするため、防火帯と同じ幅の防火エリアを設ける設計としている。

しかしながら、防火エリアを設けたとしても、１％の確率で飛び火による火災
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が発生する可能性があることから、飛び火により施設への延焼が考えられる場

合については、飛び火対策を実施する設計としている。 

 
※１：考え方については、高浜１，２号機 既設置許可まとめ資料（「第６

条：外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）」２．外部からの

衝撃による損傷の防止（外部火災） 別添資料１ 設置許可基準規則等

への適合状況説明資料（外部火災） 添付資料４ 防火帯の設定につい

て）にて整理されている考え方を参考に、本申請施設の設備設計を踏

まえ、防火帯の外側にあるクラス３施設における防護方針を再整理し

たものである。 
※２：原子力発電所の外部火災影響評価ガイド 附属書 A「森林火災の原子  

力発電所への影響評価について」 

 
２．本申請での整理 

本申請において、防火帯の外側に新たに設置するＣ蒸気発生器保管庫及び保

修点検建屋については、森林火災からの延焼及び熱影響を考慮して、建屋周辺

に防火帯幅と同様である幅 18ｍ範囲の森林を伐採し、防火エリアを設ける。

なお、幅 18ｍの防火エリアを設けることにより、外壁表面温度がコンクリー

トの許容温度（200℃）以下となることを確認している。 
また、森林火災により１％の確率で飛び火による施設への延焼を考慮した場

合、Ｃ蒸気発生器保管庫では、放射性廃棄物が不燃物しか保管しておらず、か

つ、建屋及びその他付属設備への延焼もない（建屋内全域で火災発生防止対策
※を実施）と考えられることから、飛び火対策は不要と整理している。 

一方で、保修点検建屋については、森林火災が差し迫った際には、飛び火が

建屋内に入り込まないよう建屋の開口部がない状態とすることにより、飛び火

による施設への延焼を防止することが可能であることから、飛び火対策は不要

と整理している。 

 
※：火災発生防止対策とは、「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防

護に係る審査基準」に基づき実施する発火性物質又は引火性物質の漏え

いの防止及び拡大防止、設備の主要な構造材への不燃性材料及び難燃性

材料の使用等の火災発生防止対策をいう。 
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（参考）既許可に対する整理 

防火帯の外側にある固体廃棄物貯蔵庫や外部遮蔽壁保管庫等についても本

申請と同様に、森林火災からの延焼及び熱影響を考慮して、建屋周辺に防火帯

幅と同様である幅 18ｍ範囲の森林を伐採し、防火エリアを設けている。なお、

幅 18ｍの防火エリアを設けることにより、外壁表面温度がコンクリートの許

容温度（200℃）以下となることを確認している。 
森林火災による飛び火対応として、固体廃棄物貯蔵庫は放射性廃棄物に可燃

物（ケーブル、チャコール等）が含まれることから、飛び火による施設への延

焼を考慮し、飛び火対策として散水設備※を設置している。 
一方で、外部遮蔽壁保管庫等については、放射性廃棄物が不燃物しか保管し

ておらず、かつ、建屋及びその他付属設備への延焼もないと考えられることか

ら、飛び火対策は不要と整理される。 

 
※：可燃性の放射性廃棄物を貯蔵・保管している場合、燃焼することにより

放射性物質が拡散する可能性があるが、本設備を設置することにより、

放射性物質が拡散することはなく、「公衆被ばく」への影響はない。 
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図 Ｃ蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋の配置 
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ス

、
船
舶
の

衝
突

又
は

電
磁
的

障
害

の
人

為
に

よ

る
事

象
を

想
定
し
て

い
る

。
 

 ま
た
、

6
条

2
項
は

、
重

要
安

全
施
設

全
般

に
適

用
さ

れ
る

も
の

で
あ
り
、
本
申

請
に

お
い
て

取
替

え
る

蒸
気

発

生
器

に
適

用
さ
れ
る

。
 

 

   （
補

足
）

 

【
洪

水
】
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高
浜

発
電

所
周

辺
地

域
に

お
け

る
河
川

と
し

て
は
、
高
浜
発

電
所
敷

地
西

側
境

界
に

接
し

て
渓

流
（
才

谷
川
）
が
あ

る
が
、
高

浜
発

電
所

は
才
谷

川
と
は

山
を

挟
ん

だ
反

対

側
に

立
地

し
て

い
る

。
 

敷
地

の
地

形
及

び
表

流
水

の
状

況
か
ら

判
断

し
て
、
敷
地
が

洪
水
に

よ
る

被
害

を
受

け
る

こ
と

は
な

い
。

 

(2
) 
風

（
台

風
）

 

敷
地

付
近

で
観

測
さ

れ
た

大
瞬

間
風

速
は
、
舞
鶴

特
別
地

域
気
象

観
測

所
で

の
観

測
記

録
（

19
47

年
～

20
12

年
）
に
よ

れ
ば
、

51
.9

m
/s（

20
04

年
10

月
20

日
）
で

あ
る

。 

安
全

施
設

は
、
風
荷

重
を

建
築

基
準
法

に
基

づ
き

設
定

し
、
そ
れ

に
対

し
機
械

的
強

度
を

有
す

る
こ

と
に

よ
り

、
安

全
機
能

を
損

な
う

こ
と

の
な

い
設
計

と
す

る
。

 

(3
) 
竜

巻
 

安
全

施
設

は
、

大
風

速
10

0m
/s
の

竜
巻

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い
て

も
、
竜

巻
に

よ
る

風
圧

力
に

よ
る

荷
重
、
気

圧
差
に

よ
る

荷
重

及
び

飛
来

物
の
衝

撃
荷

重
を

組
み

合

わ
せ

た
荷

重
等

に
対

し
て

安
全

機
能
を

損
な

わ
な

い
た

め
に

、
飛

来
物

の
発

生
防

止
対

策
及

び
竜

巻
防

護
対

策
を

行
う

。
 

a.
 飛

来
物

の
発

生
防

止
対

策
 

竜
巻

に
よ

り
発

電
所

構
内

の
資

機
材
等

が
飛

来
物

と
な

り
、
竜
巻

防
護

施
設

が
安

全
機

能
を

損
な

わ
な

い
た

め
に

、
以
下

の
対

策
を

行
う

。
 

・
飛

来
物

と
な

る
可

能
性

の
あ

る
も
の

を
固

縛
、

建
屋

内
収

納
又
は

撤
去

す
 

る
。

 

・
車

両
の

入
構

の
制

限
、

竜
巻

の
襲
来

が
予

想
さ

れ
る

場
合

の
車
両

の
退

避
 

又
は

固
縛

を
行

う
。

 

左
記
の
と

お
り

、
考

慮
不

要
で

あ
る
。

 

    【
風

（
台

風
）】

 

本
申
請
に

お
け

る
蒸

気
発

生
器

は
、
安

全
施

設
の

う

ち
建

屋
に

内
包
さ
れ

る
施

設
で

あ
り
、

取
替

え
に

伴

い
、

蒸
気

発
生
器
の

位
置

を
変

更
す
る

も
の

で
は

な
い

こ
と

か
ら

、
既
許
可

の
適

合
性

結
果
に

影
響

を
与

え
る

も
の

で
は

な
く
、
既

許
可

の
設

計
方
針

に
て

申
請

対
象

設
備

の
基

準
適
合
性

が
確

認
で

き
る
。

 

【
竜

巻
】

 

 
本
申
請

に
お

け
る

蒸
気

発
生

器
は
、

竜
巻

防
護

施

設
の

う
ち

、
建
屋
に

内
包

さ
れ

防
護
さ

れ
る

施
設

で
あ

り
、

建
屋

に
よ
る
防

護
に

よ
り

構
造
健

全
性

を
維

持
し

安
全

機
能

を
損
な
う

こ
と

の
な

い
設
計

で
あ

っ
て

、
取

替
え

に
伴

い
、
蒸
気

発
生

器
の

位
置
を

変
更

す
る

も
の

で
は

な
い

こ
と
か
ら

、
既

許
可

の
適
合

性
結

果
に

影
響

を
与

え
る

も
の
で
は

な
く

、
既

許
可
の

設
計

方
針

に
て

申
請

対
象

設
備
の
基

準
適

合
性

が
確
認

で
き

る
。
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b.
 竜

巻
防

護
対

策
 

固
縛

等
に

よ
る

飛
来

物
の

発
生

防
止
対

策
が

で
き

な
い

も
の

が
飛
来

し
、
安

全
施

設
が

安
全

機
能

を
損

な
わ

な
い

た
め
に

、
以

下
の

対
策

を
行

う
。

 

・
竜

巻
防

護
施

設
を

内
包

す
る

施
設
及

び
竜

巻
飛

来
物

防
護

対
策
設

備
に

よ
 

り
、

竜
巻

防
護

施
設

を
防

護
し

構
造

健
全

性
を

維
持

し
安

全
機

能
を

損
な

う
こ

と
の

な
い

設
計

と
す

る
。

 

・
竜

巻
防

護
施

設
の

構
造

健
全

性
が
維

持
で

き
な

い
場

合
に

は
、
代

替
設

備
 

又
は

予
備

品
の

確
保

、
損

傷
し

た
場

合
の

取
替

又
は

補
修

が
可

能
な

設
計

と
す

る
こ

と
に

よ
り

安
全

機
能

を
損

な
う
こ

と
の

な
い

設
計

と
す

る
。

 

竜
巻

の
発

生
に

伴
い

、
雹

の
発

生
が
考

え
ら

れ
る

が
、
雹
に

よ
る
影

響
は

竜
巻
防

護
設

計
に

て
想

定
し

て
い

る
設

計
飛
来

物
の

影
響

に
包

絡
さ

れ
る
。

 

さ
ら

に
、
竜

巻
の

発
生

に
伴
い

、
雷

の
発

生
も

考
え

ら
れ
る

が
、
雷
は

電
気

的
影

響
を

及
ぼ

す
一

方
、
竜
巻

は
機

械
的
影

響
を

及
ぼ

す
も

の
で

あ
り
、
竜

巻
と
雷

が
同

時
に

発
生

す
る

と
し

て
も

個
別

に
考

え
ら

れ
る

影
響

と
変

わ
ら

な
い

こ
と

か
ら

、

各
々

の
事

象
に

対
し

て
安

全
施

設
が

安
全

機
能

を
損

な
う

こ
と

の
な

い
設

計
と

す

る
。

 

(4
) 
凍

結
 

敷
地

付
近

で
観

測
さ

れ
た

低
気

温
は
、
舞
鶴

特
別

地
域
気

象
観
測

所
で

の
観

測
記

録
（

19
47

年
～

20
12

年
）

に
よ

れ
ば
、

-8
.8
℃

（
19

77
年

2月
16

日
）
で

あ
る

。
 

安
全

施
設

は
、
凍

結
に

対
し
て

、
上

記
低
気

温
を

考
慮
し

、
屋

外
機

器
で

凍
結

の

お
そ

れ
の

あ
る

も
の

に
保

温
等

の
凍
結

防
止

対
策

を
行

う
こ

と
に
よ

り
、
安

全
機

能
を

損
な

う
こ

と
の

な
い

設
計

と
す

る
。

 

                【
凍

結
】

 

本
申
請
に

お
け

る
蒸

気
発

生
器

は
、
安

全
施

設
の

う

ち
建

屋
に

内
包
さ
れ

る
施

設
で

あ
り
、

取
替

え
に

伴

い
、

蒸
気

発
生
器
の

位
置

を
変

更
す
る

も
の

で
は

な
い

こ
と

か
ら

、
既
許
可

の
適

合
性

結
果
に

影
響

を
与

え
る

も
の

で
は

な
く
、
既

許
可

の
設

計
方
針

に
て

申
請

対
象
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(5
) 
降

水
 

敷
地

付
近

で
観

測
さ

れ
た

日
大

１
時

間
降

水
量

は
、
舞
鶴

特
別
地

域
気

象
観

測
所

で
の

観
測

記
録

（
19

47
年
～

20
12

年
）
に

よ
れ

ば
、

80
.2

m
m
（

19
57

年
7月

16
日

）

で
あ

る
。

 

安
全

施
設

は
、
森
林

法
に

基
づ

き
観
測

記
録

を
上

回
る

降
雨

強
度

86
m

m
/h
を
設
定

し
、
敷

地
内

に
構
内

排
水

施
設

を
設
け

て
海

域
に

排
水

す
る

こ
と
に

よ
り

、
安

全
機
能

を
損

な
う

こ
と

の
な

い
設

計
と

す
る
。

 

(6
) 
積

雪
 

敷
地

付
近

で
観

測
さ

れ
た

積
雪

の
深
さ

の
月

大
値
は
、
舞

鶴
特
別

地
域

気
象

観
測

所
で

の
観

測
記

録
（

19
47

年
～

20
12

年
）
に

よ
れ

ば
、

87
cm

（
20

12
年

2月
2日

）
で

あ
る

。
 

安
全

施
設

は
、
積
雪

荷
重

を
建

築
基
準

法
に

基
づ

き
設

定
し

、
そ

れ
に

対
し
機

械
的

強
度

を
有

す
る

こ
と

に
よ

り
、

安
全
機

能
を

損
な

う
こ

と
の

な
い
設

計
と

す
る

。
 

(7
) 
落

雷
 

安
全

施
設

は
、

発
電

所
の

雷
害

防
止
対

策
と

し
て

、
建

屋
等

に
避
雷

設
備

を
設

け
、

接
地

網
の

布
設

に
よ

る
接

地
抵

抗
の
低

減
等

の
対

策
を

行
う

こ
と
に

よ
り
、
安
全

機
能

を
損

な
う

こ
と

の
な

い
設

計
と

す
る
。

 

(8
) 
地

滑
り

 

地
す

べ
り

地
形

分
布

図
（

独
立

行
政
法

人
防

災
科

学
技

術
研

究
所
発

行
）
及
び

土
砂

災
害

危
険

箇
所

図
（
国

土
交
通

省
国
土

政
策

局
発

行
）
に
よ

る
と
、
高

浜
発

電
所

周
辺

の
地

滑
り

地
形

は
第

1.
12

.9
.1

.1
図

に
示

す
と

お
り

で
あ

り
、

こ
の

地
滑

り
地

形
の

箇

所
の

地
滑

り
に

対
し

て
、

安
全

施
設

の
安

全
機

能
を

損
な

う
こ

と
の

な
い

設
計

と
す

設
備

の
基

準
適
合
性

が
確

認
で

き
る
。

 

【
降

水
】

 

本
申
請
に

お
け

る
蒸

気
発

生
器

は
、
安

全
施

設
の

う

ち
建

屋
に

内
包
さ
れ

る
施

設
で

あ
り
、

取
替

え
に

伴

い
、

蒸
気

発
生
器
の

位
置

を
変

更
す
る

も
の

で
は

な
い

こ
と

か
ら

、
既
許
可

の
適

合
性

結
果
に

影
響

を
与

え
る

も
の

で
は

な
く
、
既

許
可

の
設

計
方
針

に
て

申
請

対
象

設
備

の
基

準
適
合
性

が
確

認
で

き
る
。

 

【
積

雪
】

 

本
申
請
に

お
け

る
蒸

気
発

生
器

は
、
安

全
施

設
の

う

ち
建

屋
に

内
包
さ
れ

る
施

設
で

あ
り
、

取
替

え
に

伴

い
、

蒸
気

発
生
器
の

位
置

を
変

更
す
る

も
の

で
は

な
い

こ
と

か
ら

、
既
許
可

の
適

合
性

結
果
に

影
響

を
与

え
る

も
の

で
は

な
く
、
既

許
可

の
設

計
方
針

に
て

申
請

対
象

設
備

の
基

準
適
合
性

が
確

認
で

き
る
。

 

【
落

雷
】

 

本
申
請
に

お
け

る
蒸

気
発

生
器

は
、
安

全
施

設
の

う

ち
建

屋
に

内
包
さ
れ

る
施

設
で

あ
り
、

取
替

え
に

伴

い
、

蒸
気

発
生
器
の

位
置

を
変

更
す
る

も
の

で
は

な
い

こ
と

か
ら

、
既
許
可

の
適

合
性

結
果
に

影
響

を
与

え
る

も
の

で
は

な
く
、
既

許
可

の
設

計
方
針

に
て

申
請

対
象

設
備

の
基

準
適
合
性

が
確

認
で

き
る
。
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。

 

３
号

炉
付

近
に

お
い

て
土

石
流

危
険
区

域
に

設
定

さ
れ

て
い

る
箇
所

が
あ

る
が
、
地

表
踏

査
に

よ
り

渓
床

堆
積

土
砂

の
状
況

や
山

腹
の

状
況

を
確

認
し
た

結
果
、
土
石

流
の

発
生

源
と

な
る

よ
う

な
土

砂
の

堆
積
は

確
認

さ
れ

て
お

ら
ず

、
土

石
流

が
発

生
し

な
い

こ
と

か
ら

、
安

全
施

設
の

安
全

機
能
に

影
響

を
与

え
る

お
そ

れ
は
な

い
。

 

そ
の

他
の

地
滑

り
箇

所
に

つ
い

て
は
、
淡

水
タ
ン

ク
及

び
２

次
系
純

水
タ

ン
ク

、
並

び
に

固
体

廃
棄

物
貯

蔵
庫

が
あ

る
。
淡
水

タ
ン

ク
及

び
２
次

系
純
水

タ
ン

ク
に

つ
い

て

は
、
地

滑
り

に
よ
り

こ
れ

ら
の

タ
ン
ク

が
破

損
し

た
と

し
て

も
、
設
計

基
準
事

故
に
至

る
お

そ
れ

は
な

く
、
原
子

炉
施

設
の
安

全
性

を
損

な
う

お
そ

れ
は
な

い
。
固
体

廃
棄
物

貯
蔵

庫
に

つ
い

て
は

、
杭

基
礎

に
よ

り
岩

盤
に

支
持

さ
れ

た
壁

厚
さ

60
cm

以
上

の
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
構

造
と

し
、
地
滑

り
に

よ
る

土
砂

の
衝
突

に
よ
り

倒
壊

し
な

い
設

計

と
す

る
。
ま

た
、
固
体

廃
棄
物

貯
蔵
庫

の
周

り
に

土
砂

が
堆

積
し
た

と
し

て
も

固
体

廃

棄
物

貯
蔵

庫
の

安
全

機
能

に
影

響
を
及

ぼ
す

お
そ

れ
は

な
い

。
さ

ら
に

、
固

体
廃

棄
物

貯
蔵

庫
の

シ
ャ

ッ
タ

ー
部

か
ら

土
砂
が

流
入

し
た

と
し

て
も

、
建

屋
内

の
遮

蔽
壁

が
あ

り
、

そ
の

壁
が

土
砂

の
衝

突
に

よ
り
損

傷
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 

(9
) 
火

山
の

影
響

 

安
全

施
設

は
、
火

山
事

象
が
発

生
し
た

場
合

に
お

い
て

も
安

全
機
能

を
損

な
う

こ
と

の
な

い
設

計
と

す
る

。
 

将
来

の
活

動
可

能
性

が
否

定
で

き
な
い

火
山

に
つ

い
て
、
運

用
期
間

中
の

噴
火

規
模

を
考

慮
し

、
発

電
所

の
安

全
機

能
に

影
響

を
及

ぼ
し

得
る

火
山

事
象

を
抽

出
し

た
結

果
、
「

添
付

書
類

六
 8

.火
山
」
に
示

す
と

お
り

該
当

す
る
火

山
事
象

は
降

下
火

砕
物

の

み
で

あ
り
、
地

質
調

査
結

果
に

文
献
調

査
結

果
も

参
考

に
し

て
、
高
浜

発
電
所

の
敷
地

【
地

滑
り

】
 

本
申
請
に

お
け

る
蒸

気
発

生
器

は
、
安

全
施

設
の

う

ち
建

屋
に

内
包
さ
れ

る
施

設
で

あ
り
、

取
替

え
に

伴

い
、

蒸
気

発
生
器
の

位
置

を
変

更
す
る

も
の

で
は

な
い

こ
と

か
ら

、
既
許
可

の
適

合
性

結
果
に

影
響

を
与

え
る

も
の

で
は

な
く
、
既

許
可

の
設

計
方
針

に
て

申
請

対
象

設
備

の
基

準
適
合
性

が
確

認
で

き
る
。

 

        【
火

山
】

 

本
申
請
に

お
け

る
蒸

気
発

生
器

は
、
建

屋
に

内
包

さ

れ
る

施
設

で
あ
っ
て

、
取

替
え

に
伴
い

、
蒸

気
発

生
器

の
位

置
を

変
更
す
る

も
の

で
は

な
い
た

め
、

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
設
計
に

考
慮

す
べ

き
施
設

で
は

な
い

こ
と

か
ら

、
既

許
可
の
適

合
性

結
果

に
影
響

を
与

え
る

も
の

で
は

な
く

、
既
許
可

の
設

計
方

針
に
て

申
請

対
象

設
備
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に
お

い
て

考
慮

す
る

火
山

事
象

と
し
て

は
、

大
層
厚

10
cm

、
粒
径

1m
m
以

下
、
密

度
0.

7g
/c

m
3 （

乾
燥
状

態
）
～

1.
5g

/c
m

3 （
湿
潤

状
態
）
の
降
下

火
砕
物

を
考

慮
す

る
。 

降
下

火
砕

物
に

よ
る

直
接

的
影

響
及
び

間
接

的
影

響
の

そ
れ

ぞ
れ
に

対
し
、
安
全
機

能
を

損
な

わ
な

い
よ

う
以

下
の

設
計
と

す
る

。
 

a.
 直

接
的

影
響

に
対

す
る

設
計

 

安
全

施
設

は
、
直

接
的

影
響
で

あ
る
降

下
火

砕
物

の
構

造
物

へ
の
静

的
負

荷
に

対

し
て

安
全

裕
度

を
有

す
る

設
計

と
す
る

こ
と
、
水
循

環
系
の

閉
塞
に

対
し

て
狭

隘
部

等
が

閉
塞

し
な

い
設

計
と

す
る

こ
と
、
換

気
系
、
電

気
系
及

び
計
装

制
御

系
に

対
す

る
機

械
的

影
響
（
閉

塞
）
に
対

し
て
降

下
火

砕
物

が
侵

入
し

に
く
い

設
計

と
す

る
こ

と
、
水

循
環

系
の
内

部
に

お
け

る
磨
耗

及
び

換
気

系
、
電
気

系
及
び

計
装

制
御

系
に

対
す

る
機

械
的

影
響
（

磨
耗
）
に
対

し
て

磨
耗

し
に

く
い
設

計
と
す

る
こ

と
、
構

造

物
の

化
学

的
影

響
（

腐
食

）
、

水
循
環

系
の

化
学

的
影

響
（

腐
食
）

及
び

換
気

系
、

電
気

系
及

び
計

装
制

御
系

に
対

す
る
化

学
的

影
響
（
腐

食
）
に
対

し
て

短
期
で

の
腐

食
が

発
生

し
な

い
設

計
と

す
る

こ
と
、
発

電
所

周
辺

の
大
気

汚
染
に

対
し

て
中

央
制

御
室

の
換

気
空

調
系

は
降

下
火

砕
物
が

侵
入

し
に

く
く
、
さ

ら
に
外

気
を

遮
断

で
き

る
設

計
と

す
る

こ
と
、
計
装
盤

の
絶
縁

低
下

に
対

し
て

空
気

を
取
り

込
む

機
構

を
有

す
る

計
装

盤
の

設
置

場
所

の
換

気
空
調

系
は

降
下

火
砕

物
が

侵
入
し

に
く

く
、
さ
ら

に
外

気
を

遮
断

で
き

る
設

計
と

す
る
こ

と
に

よ
り
、
安
全
機

能
を
損

な
う

こ
と

の
な

い
設

計
と

す
る

。
 

ま
た
、
安
全

施
設
は
、
降
下
火

砕
物
の

除
去

や
換

気
空

調
設

備
外
気

取
入

口
の

フ

ィ
ル

タ
の

点
検
、
清
掃

や
取
替

、
ス

ト
レ

ー
ナ

の
洗

浄
、
中

央
制
御

室
及

び
安

全
補

機
開

閉
器

室
の

換
気

空
調

系
の

閉
回
路

循
環

運
転
、
必
要
な

保
守
管

理
等

に
よ

り
安

の
基

準
適

合
性
が
確

認
で

き
る

。
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全
機

能
を

損
な

う
こ

と
の

な
い

設
計
と

す
る

。
 

b.
 間

接
的

影
響

に
対

す
る

設
計

 

安
全

施
設

は
、
降

下
火

砕
物
の

間
接
的

影
響

で
あ

る
7日

間
の

外
部
電

源
喪

失
、
発

電
所

外
で

の
交

通
の

途
絶

に
よ

る
ア

ク
セ

ス
制

限
事

象
に

対
し

、
原

子
炉

の
停

止
、

並
び

に
停

止
後

の
原

子
炉

及
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
冷

却
に

係
る

機
能

を
担

う
た

め
に

必
要

と
な

る
電

源
の

供
給

が
燃

料
油

貯
油

そ
う

及
び

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

に
よ

り
継

続
で

き
、

安
全

機
能

を
損

な
う
こ

と
の

な
い

設
計

と
す

る
。

 

(1
0)

 生
物

学
的

事
象

 

生
物

学
的

事
象

に
対

し
て

、
ク

ラ
ゲ
等

の
海

生
生

物
の

発
生

、
小

動
物

の
侵
入

を
考

慮
す

る
。

 

安
全

施
設

は
、
ク
ラ

ゲ
等

の
海

生
生
物

の
発

生
に

対
し

て
、
原
子

炉
補

機
冷
却

海
水

設
備

に
除

塵
装

置
を

設
け
、
ま

た
、
小
動

物
の

侵
入

に
対
し

て
、
屋
外

装
置

の
端

子
箱

貫
通

部
等

に
シ

ー
ル

を
行

う
こ

と
に
よ

り
、
安

全
機

能
を
損

な
う
こ

と
の

な
い

設
計

と

す
る

。
 

除
塵

装
置

を
通

過
す

る
貝

等
の

海
生
生

物
に

つ
い

て
は
、
海

水
ス
ト

レ
ー

ナ
や

復
水

器
細

管
洗

浄
装

置
に

よ
り
、
原

子
炉
補

機
冷

却
水

冷
却

器
や

復
水
器

等
へ

の
影

響
を

防

止
す

る
。
さ

ら
に
、
定
期

的
に

開
放
点

検
、
清

掃
を

で
き
る

よ
う
点

検
口

等
を

設
け

る

設
計

と
す

る
。

 

(1
1)

 森
林

火
災

 

森
林

火
災

に
つ

い
て

は
、
過
去

10
年

間
の

気
象

条
件

を
調
査

し
、
発

電
所

か
ら

直
線

距
離

で
10

km
の

間
に

発
火

点
を

設
定

し
、

Ｆ
Ａ

Ｒ
Ｓ

Ｉ
Ｔ
Ｅ

を
用

い
て

影
響

評
価

を

実
施

し
、
評
価

上
必

要
と

さ
れ

る
防
火

帯
幅

16
.2

m
に
対
し

、
18

m
以
上

の
防

火
帯

幅

       

【
生

物
学

的
事
象
】

 

本
申
請
に

お
け

る
蒸

気
発

生
器

は
、
安

全
施

設
の

う

ち
建

屋
に

内
包
さ
れ

る
施

設
で

あ
り
、

取
替

え
に

伴

い
、

蒸
気

発
生
器
の

位
置

を
変

更
す
る

も
の

で
は

な
い

こ
と

か
ら

、
既
許
可

の
適

合
性

結
果
に

影
響

を
与

え
る

も
の

で
は

な
く
、
既

許
可

の
設

計
方
針

に
て

申
請

対
象

設
備

の
基

準
適
合
性

が
確

認
で

き
る
。

 

    

【
森

林
火

災
】

 

本
申
請
に

お
け

る
蒸

気
発

生
器

は
、
安

全
施

設
の

う

ち
建

屋
に

内
包
さ
れ

る
施

設
で

あ
り

 、
取

替
え

に
伴

い
、

蒸
気

発
生
器
の

位
置

を
変

更
す
る

も
の

で
は

な
い

35



 
 

既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

を
確

保
す

る
こ

と
等

に
よ

り
安

全
施

設
が

安
全

機
能

を
損

な
う

こ
と

の
な

い
設

計
と

す
る

。
 

ま
た

、
ば

い
煙

発
生

時
の

二
次
的

影
響
に

対
し

て
、
外
気

を
取
り

入
れ
る

空
調

系
統

、

外
気

を
設

備
内

に
取

り
込

む
機

器
及
び

室
内

の
空

気
を

取
り

込
む
機

器
に

分
類

し
、
影

響
評

価
を

行
い
、
必
要

な
場
合

は
対
策

を
実

施
す

る
こ

と
で

安
全
施

設
が

安
全

機
能

を

損
な

う
こ

と
の

な
い

設
計

と
す

る
。

 

(1
2)

 高
潮

 

舞
鶴

検
潮

所
に

お
け

る
観

測
記

録
（

19
69

年
～

20
11

年
）
に

よ
れ
ば
、
過
去

高
潮

位
は

T
.P

.（
東

京
湾

平
均

海
面

）
+0

.9
3m

（
19

98
年

9月
22

日
；
台
風

7号
）
で

あ
る

。 

安
全

施
設

は
、
敷
地

高
さ
（

T
.P

.+
3.

5m
以
上

）
に
設

置
し
、
高

潮
に

よ
り

安
全

機

能
を

損
な

う
こ

と
の

な
い

設
計

と
す
る

。
 

 自
然

現
象

の
組

合
せ

に
つ

い
て

は
、
発
電

所
敷
地

で
想

定
さ

れ
る
自

然
現

象
（

地
震

及
び

津
波

を
除

く
。
）
か

ら
、
敷
地

の
地

形
等

か
ら

判
断
し

て
被
害

を
受

け
な

い
と

評

価
し

た
洪

水
及

び
津

波
に

包
絡

さ
れ
る

高
潮

を
除

い
た

事
象

に
、
地
震

及
び

津
波

を
加

え
、

網
羅

的
に

組
み

合
わ

せ
る

。
 

組
合

せ
の

評
価

に
当

た
っ

て
は

、
各
々

の
自

然
現

象
の

設
計

に
包
絡

さ
れ

る
こ

と
、

同
時

に
発

生
す

る
と

は
考

え
ら

れ
な
い

こ
と
、
又
は

与
え
る

影
響
が

自
然

現
象

を
重

ね

合
わ

せ
る

こ
と

で
各

々
の

自
然

現
象

が
与

え
る

影
響

よ
り

緩
和

さ
れ

る
こ

と
と

い
っ

た
観

点
か

ら
評

価
す

る
。

 

な
お

、
発

生
頻

度
が

高
い

風
（

台
風

）
、
積

雪
、
降
水

又
は

凍
結
に

つ
い

て
は

、
降

水
及

び
積

雪
、
並

び
に

降
水
及

び
凍
結

の
組

合
せ

は
同

時
に

発
生
す

る
と

は
考

え
ら

れ

こ
と

か
ら

、
既
許
可

の
適

合
性

結
果
に

影
響

を
与

え
る

も
の

で
は

な
く
、
既

許
可

の
設

計
方
針

に
て

申
請

対
象

設
備

の
基

準
適
合
性

が
確

認
で

き
る
。

 

   

【
高

潮
】

 

本
申
請
に

お
け

る
蒸

気
発

生
器

は
、
安

全
施

設
の

う

ち
建

屋
に

内
包
さ
れ

る
施

設
で

あ
り
、

取
替

え
に

伴

い
、

蒸
気

発
生
器
の

位
置

を
変

更
す
る

も
の

で
は

な
い

こ
と

か
ら

、
既
許
可

の
適

合
性

結
果
に

影
響

を
与

え
る

も
の

で
は

な
く
、
既

許
可

の
設

計
方
針

に
て

申
請

対
象

設
備

の
基

準
適
合
性

が
確

認
で

き
る
。
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な
い

、
又
は

各
々

の
影

響
よ
り

緩
和
さ

れ
る

こ
と

を
考

慮
し

、
風
（
台

風
）
及

び
降
水

の
組

合
せ

、
並
び

に
風
（

台
風

）
、
積
雪

及
び
凍

結
の

組
合

せ
を
あ

ら
か

じ
め

想
定
す

る
。

ま
た

、
組

合
せ

の
評

価
の

う
ち

、
「

第
四

条
 地

震
に

よ
る

損
傷

の
防

止
」

及
び

「
第

五
条

 津
波

に
よ

る
損

傷
の

防
止

」
に

お
い

て
考

慮
す

る
事

項
は

、
各

々
の

条
項

で
考

慮
す

る
。

 

上
記

の
考

え
を

基
に

組
合

せ
の

評
価

を
行

っ
た

結
果

、
考

慮
が

必
要

と
さ

れ
た

風

（
台

風
）
、
積

雪
及

び
火

山
の

荷
重
の

組
合

せ
に

対
し

て
は

、
安

全
施

設
の

安
全

機
能

を
損

な
う

こ
と

の
な

い
設

計
と

す
る
。
ま

た
、
地
滑

り
の
影

響
を
受

け
る

固
体

廃
棄

物

貯
蔵

庫
に

つ
い

て
は

風
（
台
風

）
及

び
地

滑
り

の
荷

重
の
組

合
せ
に

対
し

て
、
安

全
機

能
を

損
な

う
こ

と
の

な
い

設
計

と
す
る
。
そ

の
他

の
組

合
せ

に
対
し

て
は

、
安

全
施
設

の
安

全
機

能
を

損
な

う
こ

と
が

な
い
こ

と
を

確
認

し
た

。
 

 

第
２

項
に

つ
い

て
 

重
要

安
全

施
設

は
、

当
該

重
要

安
全

施
設

に
大

き
な

影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
る

と

想
定

さ
れ

る
自

然
現

象
に

よ
り

当
該

重
要

安
全

施
設

に
作

用
す

る
衝

撃
及

び
設

計
基

準
事

故
時

に
生

じ
る

応
力

を
、

そ
れ

ぞ
れ

の
因

果
関

係
及

び
時

間
的

変
化

を
考

慮
し

て
、

適
切

に
組

み
合

わ
せ

て
設

計
す

る
。

 

な
お
、
過
去

の
記
録

及
び

現
地

調
査
の

結
果

を
参

考
に

し
て

、
必

要
の

あ
る
場

合
に

は
、

異
種

の
自

然
現

象
を

重
畳

さ
せ

る
も
の

と
す

る
。

 

重
要

安
全

施
設

に
大

き
な

影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
る

と
想

定
さ

れ
る

自
然

現
象

は
、

第
１

項
に

お
い

て
選

定
し

た
自

然
現

象
に

含
ま

れ
る

。
ま

た
、

重
要

安
全

施
設

を
含

む
安

全
施

設
は

、
第

１
項

に
お

い
て

選
定

し
た

自
然

現
象

又
は

そ
の

組
合

せ
に

よ
り

、
安

            前
述
の
通

り
、

本
申

請
に

お
け

る
蒸
気

発
生

器
の

取

替
え

に
よ

っ
て
、
第

１
項

で
想

定
す
る

自
然

現
象

に
対

し
て

は
、

既
許
可
の

適
合

性
結

果
に
影

響
を

与
え

る
も

の
で

は
な

い
た
め
、

第
２

項
に

お
け
る

、
そ

れ
ら

自
然

現
象

に
よ

り
作
用
す

る
衝

撃
及

び
設
計

基
準

事
故

時
に

発
生

す
る

応
力
を
組

み
合

わ
せ

た
場
合

の
設

計
に

つ
い

て
も

、
既

許
可
の
設

計
方

針
に

て
申
請

対
象

設
備

の
基

準
適

合
性

が
確
認
で

き
る

。
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全
機

能
を

損
な

う
こ

と
の

な
い

設
計

と
す

る
。

安
全

機
能

が
損

な
わ

れ
な

け
れ

ば
設

計
基

準
事

故
に

至
ら

な
い

た
め

、
重

要
安

全
施

設
に

大
き

な
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
あ

る
と

想
定

さ
れ

る
自

然
現

象
又

は
そ

の
組
合

せ
と

設
計

基
準

事
故

に
因
果

関
係

は
な

い
。

 

し
た

が
っ

て
、

因
果

関
係

の
観

点
か

ら
は

、
重

要
安

全
施

設
に

大
き

な
影

響
を

及
ぼ

す

お
そ

れ
が

あ
る

と
想

定
さ

れ
る

自
然

現
象

に
よ

り
重

要
安

全
施

設
に

作
用

す
る

衝
撃

及
び

設
計

基
準

事
故

時
に

生
じ

る
応

力
を

組
み

合
わ

せ
る

必
要

は
な

く
、

重
要

安
全

施
設

は
、

各
々

の
事

象
に

対
し

て
、

安
全

機
能
を

損
な

う
こ

と
の

な
い

設
計
と

す
る

。
 

ま
た

、
重

要
安

全
施

設
は

、
設

計
基

準
事

故
の

影
響

が
及

ぶ
期

間
に

発
生

す
る

と
考

え

ら
れ

る
自

然
現

象
に

よ
り

当
該

重
要

安
全

施
設

に
作

用
す

る
衝

撃
及

び
設

計
基

準
事

故
時

に
生

じ
る

応
力

を
適

切
に

考
慮

す
る
設

計
と

す
る

。
 

 

第
３

項
に

つ
い

て
 

安
全

施
設

は
、

発
電

所
敷

地
又

は
そ

の
周

辺
に

お
い

て
想

定
さ

れ
る

原
子

炉
施

設
の

安

全
性

を
損

な
わ

せ
る

原
因

と
な

る
お

そ
れ

が
あ

る
事

象
で

あ
っ

て
人

為
に

よ
る

も
の

（
故

意
に

よ
る

も
の

を
除

く
。

）
に

対
し
て

安
全

機
能

を
損

な
う

こ
と
の

な
い

設
計

と
す

る
。

 

こ
こ

で
、

発
電

所
敷

地
又

は
そ

の
周

辺
に

お
い

て
想

定
さ

れ
る

原
子

炉
施

設
の

安
全

性

を
損

な
わ

せ
る

原
因

と
な

る
お

そ
れ

が
あ

る
事

象
で

あ
っ

て
人

為
に

よ
る

も
の

に
対

し

て
、

安
全

施
設

が
安

全
機

能
を

損
な

わ
な

い
た

め
に

必
要

な
安

全
施

設
以

外
の

施
設

又
は

設
備

等
（

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を
含

む
。

）
へ

の
措

置
を

含
め
る

。
 

想
定

さ
れ

る
原

子
炉

施
設

の
安

全
性

を
損

な
わ

せ
る

原
因

と
な

る
お

そ
れ

が
あ

る
事

象

で
あ

っ
て
人

為
に
よ

る
も
の
を

網
羅

的
に

抽
出
す

る
た
め
に

国
内

外
の

基
準
等

や
文
献

(1
2)

～
(2

3)
に

基
づ

き
事

象
を

収
集

し
、

海
外

の
選

定
基

準
(1

6)
も

考
慮

の
上

、
敷

地
及

び
敷

地
周

   

        

第
３
項
に

つ
い

て
は

、
発

電
所

敷
地
又

は
そ

の
周

辺

で
想

定
さ

れ
る
原
子

炉
施

設
の

安
全
性

を
損

な
わ

せ
る

原
因

と
な

る
お
そ
れ

が
あ

る
事

象
で
あ

っ
て

人
為

に
よ

る
も

の
は

、
飛
来
物

（
航

空
機

落
下
）
、
ダ

ム
の

崩
壊

、

爆
発

、
近

隣
工
場
等

の
火

災
、

有
毒
ガ

ス
、

船
舶

の
衝

突
又

は
電

磁
的
障
害

で
あ

る
。
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辺
の

状
況

を
基

に
、

設
計

上
考

慮
す
べ

き
事

象
を

選
定

す
る

。
 

発
電

所
敷

地
又

は
そ

の
周

辺
で

想
定

さ
れ

る
原

子
炉

施
設

の
安

全
性

を
損

な
わ

せ
る

原

因
と

な
る

お
そ

れ
が

あ
る

事
象

で
あ
っ

て
人

為
に

よ
る

も
の

は
、
飛

来
物
（

航
空
機

落
下
）
、

ダ
ム

の
崩

壊
、
爆

発
、
近

隣
工
場

等
の
火

災
、
有

毒
ガ

ス
、
船
舶

の
衝
突

又
は

電
磁

的
障

害

で
あ

る
。

 

(1
) 
飛

来
物

（
航

空
機

落
下
）

 

原
子

炉
施

設
へ

の
航

空
機

落
下

確
率
に

つ
い

て
は
「

実
用
発

電
用
原

子
炉

施
設

へ
の

航
空

機
落

下
確

率
の

評
価

基
準

に
つ
い

て
」
（
平

成
14

･0
7･

29
原
院

第
4号

（
平

成
14

年
7月

30
日
原

子
力
安

全
・
保

安
院

制
定
）

）
等

に
基

づ
き

評
価

し
た
結

果
、

３
号

炉

は
約

3.
6×

10
-8
回

／
炉
・
年
、
４

号
炉
は

約
3.

6×
10

-8
回
／
炉
・
年

で
あ

り
、
防

護
設

計

の
要

否
を

判
断

す
る

基
準

で
あ

る
10

-7
回

／
炉
・

年
を

超
え

な
い
。

 

し
た

が
っ

て
、
航
空

機
落

下
に

よ
る
機

械
的

荷
重

を
考

慮
す

る
必
要

は
な

く
、
航
空

機
落

下
に

よ
り

安
全

施
設

が
安

全
機
能

を
損

な
う

こ
と

は
な

い
。

 

(2
) 
ダ

ム
の

崩
壊

 

発
電

所
の

近
く

に
は
、
崩
壊
に

よ
り
発

電
所

に
影

響
を

及
ぼ

す
よ
う

な
ダ

ム
は

な
い

た
め

、
ダ

ム
の

崩
壊

に
よ

る
安

全
施

設
へ

の
影

響
に

つ
い

て
は

考
慮

す
る

必
要

は
な

い
。

 

(3
) 
爆

発
 

発
電

所
の

近
く

に
は
、
爆
発
に

よ
り
安

全
施

設
に

影
響

を
及

ぼ
す
よ

う
な

石
油

コ
ン

ビ
ナ

ー
ト

施
設

は
な

い
た

め
、
爆
発

に
よ

る
安

全
施

設
へ
の

影
響
に

つ
い

て
は

考
慮

す

る
必

要
は

な
い

。
 

ま
た

、
発

電
所

敷
地

外
10

km
以

内
の

範
囲

に
お

い
て

、
石

油
コ

ン
ビ

ナ
ー

ト
施

設

     【
飛

来
物

（
航
空
機

落
下

）】
 

左
記
の
と

お
り

、
考

慮
不

要
で

あ
る
。

 

      【
ダ

ム
の

崩
壊
】

 

左
記
の
と

お
り

、
考

慮
不

要
で

あ
る
。

 

  【
爆

発
】

 

左
記
の
と

お
り

、
考

慮
不

要
で

あ
る
。

 

   

39



 
 

既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

以
外

の
産

業
施

設
を

調
査

し
た

結
果
、
舞

鶴
市

及
び

高
浜
町

に
主
要

な
産

業
施

設
が

あ

る
が
、
そ
の

敷
地
面

積
等

か
ら

想
定
す

る
と

、
石

油
コ

ン
ビ

ナ
ー
ト

等
に

相
当

す
る
施

設
は

な
い

。
ま

た
、

こ
れ

ら
の

産
業

施
設

と
発

電
所

の
間

に
は

山
林

（
標

高
10

0m
以

上
）
が

あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
ら

の
産
業

施
設

か
ら

外
部

火
災

防
護
施

設
ま

で
の

離
隔

距

離
を

確
保

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
爆

発
に

よ
る

爆
風

圧
及
び

飛
来
物

の
影

響
を

受
け

る

お
そ

れ
は

な
い

。
  

(4
) 
近

隣
工

場
等

の
火

災
 

a.
 石

油
コ

ン
ビ

ナ
ー

ト
等

の
施

設
の
火

災
 

発
電

所
の

近
く

に
は
、
火
災
に

よ
り
安

全
施

設
に

影
響

を
及

ぼ
す
よ

う
な

石
油

コ

ン
ビ

ナ
ー

ト
施

設
は

な
い

た
め

、
石

油
コ

ン
ビ

ナ
ー

ト
施
設

の
火
災

に
よ

る
安

全
施

設
へ

の
影

響
に

つ
い

て
は

考
慮

す
る
必

要
は

な
い

。
 

ま
た

、
発

電
所

敷
地

外
10

km
以

内
の

範
囲

に
お

い
て

、
石

油
コ

ン
ビ

ナ
ー

ト
施

設
以

外
の

産
業

施
設

を
調

査
し

た
結
果
、
舞
鶴

市
及

び
高
浜

町
に
主

要
な

産
業

施
設

が
あ

る
が
、
そ

の
敷

地
面

積
等

か
ら
想

定
す

る
と

、
石

油
コ

ン
ビ
ナ

ー
ト

等
に

相
当

す
る

施
設

は
な

い
。
ま

た
、
こ

れ
ら
の

産
業

施
設

と
発

電
所

の
間
に

は
山

林
（
標
高

10
0m

以
上

）
が

あ
り

、
ま

た
、

こ
れ

ら
の

産
業

施
設

か
ら

外
部

火
災

防
護

施
設

ま

で
の

離
隔

距
離

を
確

保
し

て
い

る
こ
と

か
ら
、
火
災

時
の
輻

射
熱
の

影
響

を
受

け
る

お
そ

れ
は

な
い

。
 

b.
 発

電
所

敷
地

内
に

存
在

す
る

危
険
物

タ
ン

ク
の

火
災

 

発
電

所
敷

地
内

に
存

在
す

る
危

険
物

タ
ン

ク
火

災
発

生
時

の
輻

射
熱

に
よ

る
外

部
火

災
防

護
施

設
の

建
屋

表
面

温
度
等

を
許

容
温

度
以

下
と

す
る
こ

と
に

よ
り
、
安

全
施

設
が

安
全

機
能

を
損

な
う

こ
と
の

な
い

設
計

と
す

る
。

 

      【
近

隣
産

業
施
設
の

火
災

】
 

＜
石

油
コ

ン
ビ
ナ
ー

ト
等

の
施

設
の
火

災
＞

 

左
記
の
と

お
り

、
考

慮
不

要
で

あ
る
。

 

         

＜
発

電
所

敷
地
内
に

存
在

す
る

危
険
物

タ
ン

ク
の

火
災

＞
 本

申
請
に

お
け

る
蒸

気
発

生
器

は
、
安

全
施

設
の

う

ち
建

屋
に

内
包
さ
れ

る
施

設
で

あ
り

 、
取

替
え

に
伴
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c.
 
航

空
機
墜

落
に

よ
る

火
災

 

発
電

所
敷

地
内

へ
の

航
空

機
墜

落
に

伴
う

火
災

発
生

時
の

輻
射

熱
に

よ
る

外
部

火
災

防
護

施
設

の
建

屋
表

面
温

度
等
を

許
容

温
度

以
下

と
す

る
こ
と

に
よ

り
、
安
全

施
設

が
安

全
機

能
を

損
な

う
こ

と
の
な

い
設

計
と

す
る

。
 

d.
 二

次
的
影

響
（

ば
い

煙
等
）

 

発
電

所
敷

地
内

に
存

在
す

る
危

険
物

タ
ン

ク
の

火
災

及
び

航
空

機
墜

落
に

よ
る

火
災

に
伴

う
ば

い
煙

等
発

生
時

の
二
次

的
影

響
に

対
し

て
、
外
気

を
取

り
入

れ
る
空

調
系

統
、
外

気
を

設
備

内
に
取

り
込
む

機
器

及
び

室
内

の
空

気
を
取

り
込

む
機

器
に

分
類

し
、
影

響
評

価
を

行
い
、
必
要

な
場

合
は

対
策

を
実
施

す
る
こ

と
で
、
安
全

施

設
が

安
全

機
能

を
損

な
う

こ
と

の
な
い

設
計

と
す

る
。

 

(5
) 
有

毒
ガ

ス
 

発
電

所
の

敷
地

及
び

敷
地

周
辺

の
状
況

を
も

と
に
、
想
定
さ

れ
る
外

部
人

為
事

象
の

う
ち

外
部

火
災

に
よ

り
発

生
す

る
有
毒

ガ
ス

の
影

響
に

つ
い

て
は
、
適

切
な

防
護

対
策

を
講

じ
る

こ
と

で
安

全
施

設
が

安
全
機

能
を

損
な

う
こ

と
の

な
い
設

計
と

す
る

。
 

外
部

火
災

に
よ

る
有

毒
ガ

ス
発

生
時
に

は
、
居

住
空

間
へ
影

響
を
及

ぼ
さ

な
い

よ
う

に
外

気
取

入
ダ

ン
パ

を
閉

止
等

す
る
。
又

は
、
閉

回
路

循
環

運
転
に

よ
り
、
建
屋

内
へ

の
有

毒
ガ

ス
の

侵
入

を
阻

止
す

る
こ
と

で
、
安

全
施

設
が
安

全
機
能

を
損

な
う

こ
と

の

な
い

設
計

と
す

る
。

 

幹
線

道
路
、
鉄

道
路

線
、
船
舶

航
路
及

び
石

油
コ

ン
ビ

ナ
ー

ト
等
の

施
設

に
よ

る
有

毒
ガ

ス
の

影
響

に
つ

い
て

は
、
発
電

所
か

ら
離
隔

距
離

を
確

保
す
る

こ
と

で
、
安
全
施

設
が

安
全

機
能

を
損

な
う

こ
と

の
な
い

設
計

と
す

る
。

 

(6
) 
船

舶
の

衝
突

 

い
、

蒸
気

発
生
器
の

位
置

を
変

更
す
る

も
の

で
は

な
い

こ
と

か
ら

、
既
許
可

の
適

合
性

結
果
に

影
響

を
与

え
る

も
の

で
は

な
く
、
既

許
可

の
設

計
方
針

に
て

申
請

対
象

設
備

の
基

準
適
合
性

が
確

認
で

き
る
。

 

＜
航

空
機

墜
落
に
よ

る
火

災
＞

 

本
申
請
に

お
け

る
蒸

気
発

生
器

は
、
安

全
施

設
の

う

ち
建

屋
に

内
包
さ
れ

る
施

設
で

あ
り

 、
取

替
え

に
伴

い
、

蒸
気

発
生
器
の

位
置

を
変

更
す
る

も
の

で
は

な
い

こ
と

か
ら

、
既
許
可

の
適

合
性

結
果
に

影
響

を
与

え
る

も
の

で
は

な
く
、
既

許
可

の
設

計
方
針

に
て

申
請

対
象

設
備

の
基

準
適
合
性

が
確

認
で

き
る
。

 

＜
二

次
的

影
響
（
ば

い
煙

等
）

＞
 

本
申
請
に

お
け

る
蒸

気
発

生
器

は
、
安

全
施

設
の

う

ち
建

屋
に

内
包
さ
れ

る
施

設
で

あ
り
、

取
替

え
に

よ
っ

て
ば

い
煙

に
よ
る
影

響
評

価
結

果
に
影

響
し

な
い

こ
と

か
ら

、
既

許
可
の
適

合
性

結
果

に
影
響

を
与

え
る

も
の

で
は

な
く

、
既
許
可

の
設

計
方

針
に
て

申
請

対
象

設
備

の
基

準
適

合
性
が
確

認
で

き
る

。
 

【
有

毒
ガ

ス
】

 

本
申
請
に

お
け

る
蒸

気
発

生
器

は
、
安

全
施

設
の

う

ち
建

屋
に

内
包
さ
れ

る
施

設
で

あ
り
、

取
替

え
に

よ
っ

て
外

気
を

取
り
込
む

空
調

系
統

等
に
影

響
し

な
い

こ
と
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既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

発
電

所
周

辺
の

海
域

の
船

舶
と

し
て
は
、
フ
ェ

リ
ー

が
舞
鶴

か
ら
小

樽
ま

で
運

航
し

て
い

る
が
、
航
路

は
発

電
所
沖

合
約

14
km

で
あ
り

距
離

が
離

れ
て
い

る
こ

と
、
ま

た
、

発
電

所
が

そ
の

航
路

の
針

路
上

に
な
い

こ
と

か
ら
、
漂
流
し

た
と
し

て
も

取
水

口
に

船

舶
が

漂
着

す
る

お
そ

れ
は

な
い

。
 

ま
た
、
取
水

口
付
近

で
の

漁
業

操
業
は

行
わ

れ
て

い
な

い
こ

と
か
ら
、
小

型
船

舶
が

漂
流

し
、
取

水
口
に

侵
入

す
る

可
能
性

は
極

め
て

低
い

。
仮

に
取
水

口
に

侵
入

し
た
場

合
で

も
、
取

水
口

カ
ー

テ
ン
ウ

ォ
ー
ル

及
び

レ
ー

キ
付

バ
ー

ス
ク
リ

ー
ン

に
よ

り
侵

入

経
路

は
阻

害
さ

れ
、

取
水

路
へ

の
侵
入

の
お

そ
れ

は
な

い
。

 

さ
ら

に
、
日

本
海
航

行
中

の
大

型
タ
ン

カ
ー

等
が

座
礁

し
、
重
油

が
流

出
し
た

場
合

は
、

取
水

機
能

に
影

響
を

与
え

な
い
よ

う
オ

イ
ル

フ
ェ

ン
ス

を
設
置

す
る

。
 

し
た

が
っ

て
、
安
全

施
設

は
、
船
舶

の
衝

突
に
よ

っ
て

取
水

路
が
閉

塞
す

る
こ

と
な

く
安

全
機

能
を

損
な

う
こ

と
は

な
い
。

 

(7
) 
電

磁
的

障
害

 

安
全

機
能

を
有

す
る

原
子

炉
保

護
設
備

は
、
原

子
炉

施
設
で

発
生
す

る
電

磁
干

渉
や

無
線

電
波

干
渉

等
に

よ
り

機
能

が
喪
失

し
な

い
よ

う
、
計
測

制
御
回

路
を

構
成

す
る

原

子
炉

保
護

系
計

器
ラ

ッ
ク

及
び

ケ
ー
ブ

ル
は
、
日
本

工
業
規

格
（

Ｊ
Ｉ

Ｓ
）
等

に
基

づ

き
、
ラ

イ
ン

フ
ィ

ル
タ

や
絶
縁

回
路
の

設
置

に
よ

り
、
サ
ー

ジ
・
ノ
イ

ズ
の

侵
入

を
防

止
す

る
と

と
も

に
、
鋼

製
筐
体

や
金
属

シ
ー

ル
ド

付
ケ

ー
ブ

ル
の
適

用
に

よ
り

電
磁

波

の
侵

入
を

防
止

す
る

設
計

と
し

て
い
る

た
め
、
電
磁

的
障
害

に
よ
り

安
全

施
設

が
安

全

機
能

を
損

な
う

こ
と

は
な

い
。

 

 

か
ら

、
既

許
可
の
適

合
性

結
果

に
影
響

を
与

え
る

も
の

で
は

な
く

、
既
許
可

の
設

計
方

針
に
て

申
請

対
象

設
備

の
基

準
適

合
性
が
確

認
で

き
る

。
 

【
船

舶
の

衝
突
】

 

左
記
の
と

お
り

、
考

慮
不

要
で

あ
る
。

 

     

 

 【
電

磁
的

障
害
】

 

本
申
請
に

お
け

る
蒸

気
発

生
器

は
、
安

全
機

能
を

有

す
る

原
子

炉
保
護
設

備
に

該
当

し
な
い

こ
と

か
ら

、
既

許
可

の
適

合
性
結
果

に
影

響
を

与
え
る

も
の

で
は

な

く
、

既
許

可
の
設
計

方
針

に
て

申
請
対

象
設

備
の

基
準

適
合

性
が

確
認
で
き

る
。
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蒸気発⽣器保管庫及び保修点検建屋が損傷した場合の安全機能について 

 

１．蒸気発⽣器保管庫及び保修点検建屋が有する機能 

蒸気発生器保管庫は蒸気発生器取替に伴い発生する廃棄物を貯蔵し、保修点検建屋は

建屋内で発生する放射性液体廃棄物を貯蔵する機能を有する設計であり、これらの機能

は「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」に定められる

機能のうち、PS-3 の放射性物質の貯蔵機能に該当する。 

 

表 PWR 及び BWR の安全上の機能別重要度分類の例 

 

発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針より抜粋 

 

２．蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋が損傷した場合の影響 

蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋は、当該施設の設置による周辺監視区域外の線量

上昇率はそれぞれ 0.36μSv／年、0.72μSv／年であり、内蔵量が少ないため、その破損

により公衆に与える放射線の影響が実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭

和５３年通商産業省令第７７号）第２条第２項第６号に規定する「周辺監視区域」外に

おける年間の線量限度（1mSv/年）に比べ十分小さい。 

安全機能の定義としては以下の通り定められており、蒸気発生器保管庫及び保修点検

建屋が損傷した場合においても、その機能の喪失により発電用原子炉施設に運転時の異

別紙 
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常な過渡変化又は設計基準事故が発生し、これにより公衆又は従事者に放射線障害を及

ぼすおそれがある機能が喪失することはない。 

 

※：安全機能の定義（実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に

関する規則 第二条抜粋） 

五 「安全機能」とは、発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な機能であって、

次に掲げるものをいう。 

イ その機能の喪失により発電用原子炉施設に運転時の異常な過渡変化又は設計基準事

故が発生し、これにより公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがある機能 

ロ 発電用原子炉施設の運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の拡大を防止し、又は

速やかにその事故を収束させることにより、公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射

線障害を防止し、及び放射性物質が発電用原子炉を設置する工場又は事業所（以下「工場

等」という。）外へ放出されることを抑制し、又は防止する機能 
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